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高森町内において建築物の建築、開発行お、本竹の伐採 ■6の建積 埋立など

の行為のうち一定規模を超える●為を行う場合 行為の言手60日 前までに 行為

の目的、種類 施行方法等を高恣町へ届け出ていただく制度の自1設 を進めています .

土地利用の届出等に関する制度の創設

平成25年 3月 210/局

行為着手の 60日 前まで

※配慮事項

0災奮ρ防止
②周辺産業活動への影響
0葉境の■全
0住 民生活への影●
0景観保全

劇設●燿 目

高率町では リニア中央斬幹菫の■● 中口駅の具体化や 櫂清情勢の変化が

当町に影薔を及ぼすと予想されることから 次の観点を含めた±■,1月 方針の検討

を平成25年菫から本格イヒさせます。
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この土地Il用 方針を決定して そのB颯選成に必要な具体策を実行に移すまでに

は数年かかるものと考えています.

そこで それまでの間において、子0お轟●l●●土地祠口0●●につ
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届dl対象こ0●行為

対  象 行わの掟類 届 出対象 規模

建 築物

建築物の新集 増築 改築 移転

床面積の合計が500ば を超えるもの

建築面積が 500お を超える もの

高 さ/F10mを 超え る もの

建築物の大規模 の修格 大 規後 の後

様書 用途の変更

建築苺掌法第 6条 第 1項の規定によ

り建築確認 申議が必要なもの

土  地

まとして建築物の建築又は,定 エ

作物の建設の用 に供する 目的で行

う土地の区百形質の言更

(自 己の居住の月 に供する目的で

行うものを除く )

土地 の面積が 50,rを 超え るもの

住宅の計画戸数が 5を 超えるもの

土地の関墾 土石の採取 鐘物の握

採その他の土地の形質の変更
土地の面積が 500耐 を超 えるもの

木  竹 木竹の

'採
行為 の面積 が1000Hを 超える もの

雄  積

屋外 にお1,る 土石 慶
=物

 再生資

澤その泄 の働件の堆願

高 さが 3mを 超 える もの

土地の面積が500市 を超えるもの

埋 立 干 拓 水 面 の埋 立 て 又 は 千 拓 行為の面騒 が 1000お を超える もの

O主 な適用朦外

通常の管理行為 軽易な行為

非常災書のため必要な応急措量として,ラ 行為

仮政の建築物の建築等又は仮餃の工件物のB投 ,
土地の開豊 木竹の,操 土石等の堆輌 水面の埋立等で農林漁llを営むためにIjう もの

雄餞の期間が30日 を超えて織続 しないもの

口 地方公共団体が行う行為

法令による許可事を受けた 重要文化財の修理 史跡名勝天然記念物の復 日

今饉●予定

平成25年 3月 町議会定例会において この条例の制定を提案 しています。

施行期日は平成25年 7月 1口 て届出対象は平成 25年 9月 1日 以後に着手する行お

から)を 予定しています。

【お固い合わせ先】

お森al役場 経営企画室  電雷 0266-35-9441
担当 :団庭 亮   電子メール le,k etOwn laka■ or nagano■ ,
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